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「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、

葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について 

 

 平素は、本会事業の推進につきまして、ご尽力いただき誠にありがとうございます。 

今般、令和 5年 5月 8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが

5類感染症に変更されることによる標記ガイドラインの改正について、島根県より連絡

がありました。 

 つきましては、厚生労働省及び経済産業省が作成したガイドラインが厚生労働省のホ

ームページに掲載されていますので、ご覧ください。 

 

記 

【掲載場所】 

厚生労働省ホームページ 

 ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞生活衛生＞ 

施策情報 生活衛生対策＞生活衛生関係営業の施策情報 墓地・埋葬等のページ＞ 

関係通知/Q＆Aなど 

 

○（令和 5年 4月 26日付事務連絡） 

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬

送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について（周知） 

○（新旧対照表） 

 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、

葬儀、火葬等に関するガイドライン 

○（改正後全文） 

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、

葬儀、火葬等に関するガイドライン 

○（情報共有シート） 

  新型コロナウイルス感染症に関する情報共有シート 
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